
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針の改正について

○ 行動計画策定指針（平成26年内閣府、国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土

交通省、環境省告示第１号）は、次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）第７条の規定に基づき、一般

事業主行動計画等の策定に関する指針を定めるもの。

○ 今般、指針策定以降の関係法令の改正等を踏まえ、所要の改正を行ったもの。（令和元年11月14日内閣府、国家公

安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第１号）

○ 育児・介護休業法の改正、働き方改革関連法の成立等を踏まえた修正

令和２年４月１日

○次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号）
（基本理念）

第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての
意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

第二章 行動計画
第一節 行動計画策定指針

第七条 主務大臣は、次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、基本理念にのっとり、次条第一項の市町村行動計画及び第九条第一項の都道
府県行動計画並びに第十二条第一項の一般事業主行動計画及び第十九条第一項の特定事業主行動計画（次項において「市町村行動計画等」という。）の策
定に関する指針（以下「行動計画策定指針」という。）を定めなければならない。

２ 行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする。
一 次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
二 次世代育成支援対策の内容に関する事項
三 その他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項

３ 主務大臣は、少子化の動向、子どもを取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに行動計画策定指針を変更するもの
とする。

４・５ （略）
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